
 加賀市介護人材養成支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

  

  令和 年 月 日 

  

  

加賀市長 宮 元   陸       

  

  

   加賀市介護人材養成支援事業補助金交付要綱 

  

令 和  年  月  日   

告 示 第   号   

  

 (趣旨) 

第1条 新たな介護人材の確保及び介護職員の資質の向上を図るため必要な事業については、加賀

市補助金交付規則(平成17年加賀市規則第50号)及び加賀市税等の滞納者に対する特別措置に関

する条例施行規則(平成20年加賀市規則第6号)に定めるもののほか、この告示の定めるところに

より補助金を交付する。 

 (定義) 

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 介護サービス事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の35第1項に規定する介

護サービスを提供する事業所又は施設をいう。 

 (2) 介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項

第5号に規定する知識及び技能を習得させるために同号に規定する学校又は養成施設が実施

する研修をいう。 

 (3) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に

規定する介護職員初任者研修課程に係る研修をいう。 

(4)  常勤職員 1週間の所定労働時間が35時間以上である介護職員をいう。 

(5)  非常勤職員 1週間の所定労働時間が20時間以上35時間未満である介護職員をいう。 

(6) 新卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校、高等

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する

専修学校(以下これらを「学校等」という。)に通学し、介護サービス事業所に雇用される年

の3月に卒業した者(雇用される年の3月に卒業予定であった者で、単位の未修得等により同年

4月1日から翌年3月31日までの間に卒業した者を含む。)をいう。 

(7) 中堅職員向け研修修了者 加賀市地域包括支援センターが実施する加賀市介護保険事業

所中堅職員向け研修会を修了した者をいう。 

 (事業の種類等) 

第3条 第1条の規定による事業の種類、補助対象経費、補助率等は、別表のとおりとする。ただ

し、市長が特に必要と認めた場合は、この条の規定にかかわらず、予算の範囲内において補助

金を交付する。 

 (補助対象者) 

第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める者とする。 

 (1) 介護人材養成支援事業 市内に所在する介護サービス事業所に介護職員として勤務し、又

は勤務しようとする者で、当該介護サービス事業所に直接雇用され、又は雇用される予定で

あるもの 

 (2) 就職奨励事業 次のいずれにも該当する者 

ア 市内に所在する介護サービス事業所に介護職員として勤務し、及び直接雇用される者で

あって、次のいずれかに該当するもの 

(ア) 常勤職員として雇用される者であって、当該雇用される日において40歳未満であるも

の 

(イ) 訪問介護員として雇用される者であって、当該雇用される日において40歳未満である

もの 

(ウ) 介護支援専門員として雇用される者 

イ 次のいずれにも該当する者 

(ア) 市内に所在する介護サービス事業所に介護職として勤務した経験がない者(事業廃止

等による退職のほか市長が特別な事情があると認める者を含む。) 

(イ) 職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の3に規定する有料職業紹介事業者から紹

介された職員でない者 
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(ウ) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年

法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者から介護サービス事業所に雇用を切り替

えた職員でない者 

(3) 中堅職員養成支援事業 中堅職員向け研修修了者を雇用する法人 

２ 前項に定める者のほか、市長は、介護業務に携わる者で特に必要があると認める者に補助金

を交付することができる。 

 (補助金の交付申請) 

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護人材養成支援事業補

助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める書類を添え、市長に提出するものとする。 

(1)  介護人材養成支援事業 次に掲げる書類 

ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 

(ア) 申請者が介護サービスを実施する法人に在職している場合 在職証明書(様式第2号)

その他当該在職していることを証する書類 

(イ) 申請者が介護サービスを実施する法人に採用される見込みである場合 採用証明書

(様式第3号)その他当該採用される見込みであることを証する書類 

イ 補助対象経費に係る領収書その他の支払を証明する書類(当該申請者を名宛人とするも

のに限る。) 

ウ 補助対象経費に係る研修又は資格試験(以下「研修等」という。)の内容を記載した書面(パ

ンフレット等を含む。) 

エ 研修等を修了し、又は合格したことを証する書類(当該申請をした日の1年前の日以後に

交付されたものに限る。) 

(2) 就職奨励事業 次に掲げる書類 

ア 前号ア(ア)に掲げる書類 

イ 誓約書(様式第4号) 

ウ 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 

 (ア) 前条第1項第2号ア(ア)に掲げる者 次に掲げる書類 

   (i) 新卒者にあっては、当該学校等を卒業したことを証する書類 

(ii) 介護福祉士の資格を有する者にあっては、当該資格を有することを証する書類 



(イ) 前条第1項第2号ア(イ)に掲げる者 次に掲げる書類 

(i) 訪問介護員の資格を有することを証する書類 

(ii) 所定労働時間に相応する訪問介護の実績を証する書類 

(iii) 常勤職員で(ア)(i)又は(ii)に該当する者にあっては、それぞれ(ア)(i)又は  

(ii) に掲げる書類 

(ウ) 前条第1項第2号ア(ウ)に掲げる者 次に掲げる書類 

(i) 介護支援専門員証 

(ii) 所定労働時間に相応する居宅介護支援等の実績を証する書類 

(3) 中堅職員養成支援事業 次に掲げる書類 

ア 第1号ア(ア)に掲げる書類 

イ 雇用する者が中堅職員向け研修修了者であることを証する書類 

 

２ 申請者は、前項第1号ア(イ)に定める書類を添え、同項の規定による申請をした場合は、当該

申請をした日から1年以内に同項第1号ア(ア)に定める書類を市長に提出しなければならない。 

 (申請期間) 

第6条 前条の規定による申請をすることができる期間は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定めるものとする。 

(1) 介護人材養成支援事業 研修等の受講又は受験を終えた日から当該日の属する年度の末

日まで。ただし、同日までに前条第1項第1号(エ)の書類が到達しない場合は、この限りでな

い。 

(2) 就職奨励事業 雇用された日から12月を経過した日から当該日の属する年度の末日まで 

(3) 中堅職員養成支援事業 中堅職員向け研修を修了した日から当該日の属する年度の末日

まで 

 (交付決定及び額の確定) 

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金

の交付の可否の決定及び額の確定を行い、その結果を介護人材養成支援事業補助金交付決定(却

下)通知書兼補助金額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。 

 (補助金の返還) 

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、補助金の



交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

 (1) 補助金の交付を受けた日から1年以内に市内に所在する介護サービス事業所に雇用されな

かった場合又は介護サービス事業所を退職等した場合。ただし、死亡または疾病等により業

務に従事することができなくなったとき、又は介護サービス事業所の都合により業務に従事

することができなくなったときは、この限りでない。 

 (2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けた場合 

 (3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認めた場合 

 (その他) 

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 

   附 則(令和4年12月28日加賀市告示第198号) 

 この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の加賀市介護人材養成支援事業補助

金交付要綱第6条の規定は、令和3年4月1日以後に受講又は受験を終えた研修等について適用する。 

      附 則 

(施行期日) 

１ この告示は、公表の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この告示による改正後の介護人材養成支援事業に関する規定は、令和6年度分の補助金の交付

から適用する。 

３ この告示による改正後の就職奨励事業に関する規定は、令和5年4月1日以後に市内に所在する

介護サービス事業所に雇用された者について適用する。 

別表(第3条関係) 

  事業の種類、補助対象経費、補助基本額及び補助率 

事業の種類 補助対象経費 補助基本額 補助率 

介護人材養成

支援事業 

(1) 介護福祉士実務者研修の受講

に要する経費 

必要と認める

額 

定額。ただし、1人当たり

10万円を限度とする。 

(2) 介護職員初任者研修の受講に

要する経費 

必要と認める

額 

定額。ただし、1人当たり

5万円を限度とする。 
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(3) 介護支援専門員実務研修受講

試験の受験、介護支援専門員実

務研修及び更新研修の受講、主

任介護支援専門員研修及び更新

研修の受講並びに介護支援専門

員の登録に要する経費 

必要と認める

額 

定額。ただし、1人当たり

5万円を限度とする。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、市

長が必要と認める研修の受講、 

資格試験の受験及び資格登録に

要する経費(資格登録に係る登

録免許税を除く。) 

必要と認める

額 

定額。ただし、1人当たり

3万円を限度とする。 

就職奨励事業 介護職員の確保に要する経費 

(1人1回限り) 

(1) 第4条第1

項第2号ア(ア)

に掲げる者に

ついて、10万円

(新卒者又は介

護福祉士の資

格を有する者

にあっては、そ

の額に5万円を

加算した額) 

定額 

(2) 第4条第1

項第2号ア(イ)

に掲げる者に

ついて、常勤職

員にあっては

(1)の額に10万

円を加算した

額とし、非常勤

定額 



職員にあって

は 5 万 円 と す

る。 

(3) 第4条第1

項第2号ア(ウ)

に掲げる者に

ついて、常勤職

員にあっては

10万円とし、非

常勤職員にあ

っては5万円と

する。 

定額 

中堅職員養成

支援事業 

介護職員の資質の向上に要する経

費 

 

中堅職員向け

研修修了者1人

当たり3万円 

定額 

 備考 

  1 他の法律又は予算制度に基づく国、都道府県、市町村又は介護サービス事業所その他の団

体の負担金、補助金等(以下「負担金等」という。)の交付を受ける場合は、補助対象経費

から負担金等の額を控除した額を補助基本額とする。 

  2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

 


